
（公財）可児市文化芸術振興財団　　様

申込日：

ふりがな

公演名

公演日

会場

主催者名

公演内容

料金 委託枚数

円 枚

円 枚

円 枚

車イス席

年齢制限

【参考】

当日券

当日券料金

当日券発売開
始時間

注意事項

公演内容
  ② 午前 ・ 午後　　　  　 　時　　 　 　分

URL

チケット
種類

　　　　　　年　　　　月　　　　日  (　　　）

メールアドレス

指定 ・ 自由 ・ 整理券

※通常は、主劇場４席 / 小劇場２席　例：「主催者側でのみ販売」 / 「一般の座席を販売後、公演当日に振替」

（販売時のチケット上の処理）

あり　・　なし

  ① 午前 ・ 午後　　　  　 　時　　 　 　分

✍ 太枠内をご記入ください。

年　　　　月　　　　日  （　　　）年　　　　月　　　　日  （　　　）

指定 ・ 自由 ・ 整理券

席種名

可児市文化創造センター　（　主劇場　・　小劇場　・　その他 [　　　　　　　　　　　　　] ）

チケット販売委託申込書

　　　　　　年　　　　月　　　　日  (　　　）

備考

〒

TEL

　　　　年　　　　　月　　　　　日

電話番号

チケット責任者

 ・ 販売手数料は、販売合計金額の１０％です。　　・ チケットの委託および返券は、２０枚以上からお受けします。
 ・ 販売は公演前日までとし、当日券の販売 および 販売後のキャンセルはお受けできません。
 ・ 販売方法は窓口販売（現金支払）のみで、電話予約はお受けできません。 （可児市文化創造センター・インフォメーションにて）

 ・ 精算は、公演終了後に銀行口座振込とします。
 ・ チケットには、 『問合せ先 （電話番号）』 ・ 『主催者名』 等を正しくはっきりと明記してください。

指定 ・ 自由 ・ 整理券

例：未就学児童の入場可 ⇒ 「チケットをお買い求めいただく」 / 「膝上なら入場無料」
あり　・　なし

チケット発売日
（＊契約完了後）

最終販売日
（＊公演前日まで）

　あり　（　　　　　枚）　　・　 なし

公演当日　　　　　時　　　　　分  から

団 体 名

開演時間

席種

住　　所

＠

  ② 午前 ・ 午後　　　　   　時　　 　 　分

  ① 午前 ・ 午後　　 　 　 　時　　 　 　分

※チラシ（案）等の公演資料を添付してください。



申込み
 『チケット販売委託申込書』に必要事項を記入し、発売希望の30日前まで
  に事務所に提出してください。

※ この時点では、まだ販売受託が確定しておりませんので、チケット・チラシ・ポスター
 　等に可児市文化創造センターをチケット取扱いとして印刷するのは、お待ちください。

※『チケット販売委託申込書』受付後、内容を確認し、受託の可否を判断致します。

契　約
   販売を受託できる場合は、『入場券販売委託契約書』を送付します。
   必要事項を記入・押印の上、ご返送ください。

※ 契約書が届きましたら、チケット・チラシ・ポスター等に掲載可能ですが、印刷前に
　 原稿確認をさせて頂きます。（mail：ala_info.01@kpac.or.jp  FAX：0574-60-3312）
 　掲載にあたっては以下の注意事項をご確認ください。

　□「問合せ先」名前（団体名）、連絡先（電話番号）をはっきりと明記してください。

　□「主催」「席種（指定席・自由席）」「チケット料金」をはっきりと明記してください。

　□「会場名」は正しく明記してください。（例：可児市文化創造センター・主劇場）

　□ 可児市文化創造センターのロゴマークを使用することはできません。

販　売
  契約完了後、発売日よりチケット販売を開始します。
  チケットは、発売日３日前までに事務所までお持ちください。

※ 販売手数料は、販売合計金額の１０％です。

※ チケットの委託および返券は、２０枚以上からお受けします。

※ 販売は公演前日までとし、当日券の販売はお受けできません。

※ 販売方法は窓口販売（現金支払）のみで、電話予約はお受けできません。

精　算
  販売終了後、『精算書』および『請求書』を送付します。
 『請求書』に必要事項を記入・押印の上、ご返送ください。

※ チケット売上から手数料（１０％）を差し引いて銀行指定口座へ振込み致します。

チケット販売委託方法について

【販売委託の流れ】　＊可児市文化創造センターを会場とする催しのみお受けしています。


